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※表紙の写真は、わが国で最初の公立学校施設 PFI 事業として整備された調布市立調和小

学校の校舎です。（写真提供：調布市） 



はじめに 

 

現在の公立学校施設は、平成 14 年 5 月の文部科学省の調査において、その約 43％の耐

震性に問題があると推計され、その耐震性能の向上について早急な対応が求められていま

す。また、児童生徒の急増期であった昭和 40 年代後半から 50 年代にかけて大量に建築さ

れた校舎等が、今後次々と改築や補強が必要な時期を迎えます。一方、完全学校週５日制

や総合的な学習の時間の導入などに伴い、教育方法・内容の変化に対応した施設づくりが

求められているとともに、学校・地域・家庭間のより一層の密接な連携や、学校をコミュ

ニティの拠点として位置づけて、児童生徒を含めた地域住民どうしが交流できる環境を整

えることなども求められており、こうした新しいニーズに対応した公立学校施設整備の必

要性も高まっています。また、学校体育施設は地域住民のもっとも身近に所在するスポー

ツ施設であり、例えば、総合型地域スポーツクラブなどの拠点施設としての期待も高まっ

ています。 

 しかしながら、公立学校を設置する地方公共団体の多くは財政難に直面しており、公立

学校施設の改築や補強などに対して、一度に多額の予算を投入することが困難な状況にあ

るといえます。 

 こうした中、PFI 手法を活用することによる地方公共団体の総費用負担の縮減、単年度

の地方財政負担の低減等の可能性から、高い関心を寄せる地方公共団体も多く、実際、PFI

手法を活用した公立学校施設の整備及び維持管理（公立学校施設 PFI）については、既に

いくつかの事例が見られます。しかしながら、収益事業実施の可否、PFI 事業への補助金

の適用、事業の収益性・安定性・継続性の確保方策、地方公共団体における体制整備等の

実務上の課題、さらには、他目的施設の併設等による学校教育への影響・効果等の教育上

の課題など、公立学校施設 PFI 推進上の課題も少なくありません。 

本手引書では、上記のような課題を明らかにし、対応策を提示することによって、各地

方公共団体において、公立学校施設 PFI への関心が一層高まり、また知識が一層深まるこ

と、さらには、地方公共団体の職員をはじめとする公立学校施設整備に関わる人々が、PFI

を正しく理解して、民間活力を活用したより良い学校施設を提供すること、ひいては、そ

れらのことがより効果的な行政につながることを期待しています。 

 

文部科学省 



手引書活用の薦め 

  

我が国では、平成 11年 9 月に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関

する法律」（PFI 法）が施行され、それ以降、様々な分野での PFI 手法の導入が進んでいま

す。教育分野においても、公立学校施設、学校給食施設、生涯学習施設及び教育・福祉の

複合施設整備に PFI が適用され、いくつかの事業が推進されています。 

こうした中、公立学校施設 PFI 研究会は「PFI を活用した公立学校施設の整備および運

営手法に関する調査」（平成 14 年度文部科学省委託調査）の実施にあたり、調査の内容や

主なポイントなどについて専門的な見地から助言を行う立場として設置されました。本手

引書は、その調査の成果であり、研究会による調査や検討の結果が反映されています。 

研究会の主な議題として、公立学校施設 PFI に期待される効果と課題、制度的な課題と

対応策、実務的な課題と対応策などが取り上げられ、合計５回にわたる研究会とメーリン

グリストによって議論を続けてきました。公立学校施設 PFI 事業を進めていく上での課題

には、公立学校施設に関係するもののみならず、全ての PFI 事業に共通する法制度上のも

のもあり、その中には中・長期的な視野での検討が必要なものもありますが、本手引書に

おいては、現行制度における、公立学校施設の整備・維持管理の有効な事業手法の一つと

しての PFI の効果と課題を整理しました。 

本手引書は、冒頭にＱ＆Ａ方式による解説を取り入れ、公立学校施設整備の現場におけ

る具体的な疑問や課題について分かりやすく理解できるよう配慮しています。本手引書が、

公立学校施設 PFI を検討・実施しようとされる地方公共団体において、円滑な事業推進の

一助となることを期待しています。 
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本手引書の使い方 

 

本手引書を作成するにあたり、地方公共団体における公立学校施設PFI に関する実態を把握

するため、全国の都道府県、市区町村および事務組合等を対象として、公立学校施設 PFI 事業

に関する検討、実施状況についてのアンケートを実施しました。本アンケートによれば、公立

学校施設の整備（新築、増築、改築及び大規模な改修・補強）へのPFI 手法の活用について、

36.7％の地方公共団体が「検討中」あるいは「将来的には検討・研究の可能性を感じている」

ことが分かりました。人口規模別に見てみると、人口規模が大きくなるとともに公立学校施設

PFI への関心やニーズが高く、特に、人口 5 万人以上の地方公共団体は、将来的にも公立学校

施設整備への PFI 手法の活用を積極的に検討していく意欲があることが分かりました。一方、

全体の 61.5％の地方公共団体が「未検討で、将来的にも検討・研究の可能性が低い」という回

答でしたが、PFI 手法を活用しない理由を見てみますと「先進事例が少ない」「PFI のことがよ

くわからない」といった回答が得られており、公立学校施設PFI に関する情報が不足している

ことが原因であることが分かりました。 

このように、それぞれの地方公共団体では、人口規模などによって、公立学校施設PFI への

関心や期待も異なっており、求められている情報の内容も多様です。本手引書は、地方公共団

体における公立学校施設PFI に関する関心や知識の程度に応じて、それぞれの目的にあった情

報を提供できるように内容を構成しました。 

１章では、公立学校施設PFI に関するＱ＆Ａをわかりやすく整理しました。質問の内容に従

って入門編・基本編・発展編に分類し、回答の最後には、さらに詳しい内容について、参照し

ていただく手引書の箇所を示しました。 

２章では、今後の公立学校施設整備の見通しや現状における課題を説明した上で、それらの

課題への対応も含めて、なぜ公立学校施設整備にPFI 手法を活用することが必要なのかという

観点から、PFI 活用による効果について整理しています。 

３章では、公立学校施設PFI の基本的な枠組の提示と事業内容による公立学校施設PFI の類

型化を行いました。また、先進事例を紹介し、公立学校施設PFI の標準的な過程・流れを整理

して、公立学校施設 PFI の基本的な内容全般を理解していただけるようにしています。 

４章では、今後、公立学校施設PFI を実施する可能性の高い方々を想定し、より現場レベル

での課題を解消することを目的として、公立学校施設PFI の VfM の算定、法制度の解釈と留意

点、事業過程における留意点、資金調達に関する留意点などを提示しています。 
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１章 公立学校施設 PFI に関するＱ＆Ａ 

 

１－１．入門編（PFI 一般について） 

 

Ｑ１．今、なぜ、公立学校施設 PFI なのですか。 

 

今後、公立学校施設の改築や耐震補強の需要が急増することが予想されており、地方公

共団体の財政状況が厳しい中、限られた予算で必要な公立学校施設の整備を着実に進め、

かつ維持管理などの水準を向上させていくことは非常に重要な課題です。また、それ以外

にも現在の公立学校施設整備においては様々な課題が指摘されています。 

公立学校施設 PFI は、こうした課題を解決する一つの有力な整備手法ですので、公立学

校の新築、改築、大規模な改修などの予定がある地方公共団体においては、PFI 手法の活

用の可能性を検討してみることが望まれます。 

 ⇒ 詳しくは、２－１（P18～）、２－２（P21～）、２－３（P22～）をご参照ください。 

 

 

Ｑ２．PFI とはどのようなものですか。 

 

「PFI（Private Finance Initiative）」とは、1992 年、イギリスにおいて民間の手法や

資金などを利用した社会資本整備の手法として導入されたものです。これは、1970 年代以

降、「小さな政府」を目指して推進されていた、民営化やエージェンシー化、外部委託など

の行財政改革の１つの手法として考案されたもので、伝統的な行政の役割を見直し、行財

政の効率化、合理化を目指すことを目的として導入されました。なお、1997 年の「新」労

働党政権発足以降のイギリスでは、それら全てを含んだ、官民連携による社会資本整備の

概念として「PPP（Public Private Partnership）」という言葉が使われています。 

具体的には、これまで国や地方公共団体などが自ら行ってきた施設や都市基盤の設計、

建設、維持管理及びそれらの運営について、民間企業の資本や技術、ノウハウを活用し、

公的財政負担を縮減するため、もしくは、より質の高い公的サービスを提供するための民

間活力導入施策のことで、国民が納める税金の価値を最も高めようとする VfM（Value for 
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Money）（→巻末用語集 P108 参照）に基づいて、費用対効果を最大化することが目的です。 

平成 11 年９月 24 日に、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法

律（以下「PFI 法」という）」が施行され、平成 14 年度末現在、95 の事業が同法にしたが

って推進されています。 

 

 

Ｑ３．PFI 事業者はどうやって事業費を回収するのですか。 

 

一般的に PFI 事業では、下図のように、公共（国や地方公共団体）が PFI 事業者に支払

うサービス購入費（→巻末用語集 P105 参照）によって事業費を賄う「公共サービス購入

型」、利用者から徴収する利用料金収入によって事業費を賄う「独立採算型」、及び両方を

あわせた「ジョイントベンチャー（中間）型」の３タイプがあると考えられています。 

公立学校施設 PFI の場合は、「公共サービス購入型」または「ジョイントベンチャー（中

間）型」が想定されます。（注：公立学校施設 PFI が地域開放型もしくは複合施設型の場合

に、ジョイントベンチャー型となる場合があります。地域開放型、複合施設型の内容につ

いては、３－１（P26～）をご参照ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 PFI 事業枠組の３パターン 

独立採算型
　
公共の許可を得て、民間事業者が公共施設や
社会資本を設計・建設・所有・運営し、料金
収入又は関連事業収入を充当することにより、
投資資金を回収する枠組。一定期間経過後に、
所有権を公共に無償譲渡するケースが多い。
（典型例：駐車場）

公共サービス購入型
　
公共主体に代わって、民間事業者が施設を設
計・建設・（所有）・運営し、当該公共主体
からサービスの対価を受け取って資金を回収
する枠組。（典型例：廃棄物処理施設）

ジョイントベンチャー（中間）型
　
独立採算型と公共サービス購入型の中間で、
民間事業者が公共施設や社会資本を設計・建
設・所有・運営し、利用者からの料金収入及
び当該公共主体からのサービス委託料によっ
て、投資資金を回収する枠組。（典型例：ス
ポーツ施設）
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Ｑ４．PFI 法における PFI 事業の実施条件（＝特定事業（→巻末用語集 P106 参照）の選定

条件）は何ですか。 

 

 PFI 法第４条に基づき総理府が平成 12 年 3 月 13 日告示した「民間資金等の活用による

公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針（以下「PFI 基本方針」という）」

では、特定事業（PFI 法における PFI 事業）の選定条件は、「民間事業者にゆだねることに

より、公共サービスが同一の水準にある場合において事業期間全体を通じた公的財政負担

の縮減を期待することができること又は公的財政負担が同一の水準にある場合においても

公共サービスの水準の向上を期待することができること等を選定の基準とすること」とさ

れています。 

 端的に言うと、「同じ公共サービス水準で行政の財政負担が小さくなる」か、「同じ財政

負担でサービス水準が高くなる」か、のいずれかが、PFI 法における PFI 事業の実施条件

とされています。 

（巻末の参考資料に PFI 基本方針全文を掲載しています） 

 

 

Ｑ５．PFI 事業者が整備した施設の所有権は誰が有することになりますか。 

 

一般的に PFI 事業は、施設の所有方法の違いにより、主に３つのタイプに分けられます。

具体的には、表 1 のように、PFI 事業者が施設の建設後直ちに所有権を国や地方公共団体

に移管した上で事業者が施設の維持管理や運営を行う「ＢＴＯ（Build-Transfer-Operate）」

（→巻末用語集 P107 参照）、PFI 事業者が施設を建設し、維持管理や運営を行った後、事

業期間終了後に所有権を国や地方公共団体に移管する「ＢＯＴ（Build-Operate-Transfer）」

（→巻末用語集 P107 参照）、PFI 事業者が施設を建設し、維持管理や運営を行った後、事

業期間終了後に施設を撤去もしくは所有権をそのまま保有する「ＢＯＯ（Build-Operate- 

Own）」（→巻末用語集 P107 参照）の３タイプがあります。 
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表 1 ＢＴＯ、ＢＯＴ、ＢＯＯにおける官民の役割分担 

 資金調達 設計 建設 所有 維持管理 運営 期間終了後 

通常事業 公 公／民 公／民 公 公／民 公／民 公 

ＢＴＯ 民／公 民／公 民 公 民 民／公 公 

ＢＯＴ 民 民／公 民 民 民 民／公 公 

ＢＯＯ 民 民／公 民 民 民 民 撤去 or 民間所有 

 

 

Ｑ６．公立学校施設整備に PFI 手法を活用することによって期待される効果は何ですか。 

 

 公立学校施設の新築、改築等を PFI 事業として実施することによって、以下のような効

果が得られる可能性があります。 

○事業期間全体を通じた公的財政負担が縮減できる 

○地方公共団体の負担を事業期間中で平準化できる 

○施設のメンテナンス、清掃、警備、情報システム管理などの維持管理サービス水準

が高くなる 

○民間の事業機会を創出し、経済が活性化する 

○複合施設との連携により、新たな教育的な効果が生まれる 

○公立学校施設の地域利用が促進される   など 

 ⇒ 詳しくは、２－３（P22～）、３－１（P26～）をご参照ください。 

 

 

Ｑ７．公立学校施設 PFI のデメリットや課題はありますか。 

 

 公立学校施設の新築、改築等を PFI 事業として実施することには、通常の事業と比較し

て、以下のようなデメリットや課題が考えられます。 

○PFI 導入の可否についての調査検討が必要であり、通常事業には必要のない準備期
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間や経費が必要となる 

○事業開始までの準備に要する作業量やコストが官民ともに増える 

○事業期間中の施設維持管理等について、官民の調整・協議に要する作業量が増える

可能性がある 

○公立学校施設 PFI の先行事例が少なく、未だ事業期間全体を完了した事例がないた

め、メリット・デメリット自体が不明な部分がある 

○必ずしも、すべての学校施設整備に PFI 手法を活用しうるわけではない（VfM（→

巻末用語集 P108 参照）が発生しない場合は PFI を導入できない） 

 ⇒ 詳しくは、３－３（P38～）、４－１（P43～）、４－３（P61～）をご参照ください。 

 

 

Ｑ８．公立学校施設 PFI について、相談や質問をしたい場合には、どこに問い合わせれば

よいですか。 

 

 公立学校施設の新築、改築等の PFI については、下記に問い合わせてください。 

  ■文部科学省 初等中等教育局 施設助成課 法規係 

   電話：03-3581-1273 ＦＡＸ：03-3593-7798 E-mail：sisetujo@mext.go.jp 

   ＵＲＬ http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/index.htm 

  

PFI 全般に関する場合には、下記に問い合わせてください。 

  ■内閣府 民間資金等活用事業推進室（PFI 推進室) 

   電話：03-3581-9680 ＦＡＸ：03-3581-9682 

  ■総務省自治行政局地域振興課 

   電話：03-5253-5533 ＦＡＸ：03-5253-5537 
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１－２．基本編（公立学校施設 PFI の基本的な事柄について） 

 

Ｑ９．公立学校施設 PFI 事業の基本的な枠組はどのようなものでしょうか。 

 

公立学校施設の場合には、「公共サービス購入型」あるいは「ジョイントベンチャー（中

間）型」が想定されます。前者は、公立学校施設等の新増改築や補強・改修に際し、設計、

建設および完成後の施設の維持管理を民間事業者が実施し、行政からのサービス購入費

（→巻末用語集 P105 参照）で資金を回収する類型です。一方、後者は、学校と美術館を

併設して一体的に維持管理や運営をする場合など、一般の利用を予定している施設が含ま

れている事業などの場合に想定され、施設利用者からの料金収入と行政からのサービス購

入費で資金を回収する形となります。 

  

図 2 公立学校施設 PFI 事業の基本的な枠組 

⇒ 詳しくは、４－１（P43～）、４－３（P61～）をご参照ください。 
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Ｑ10．公立学校施設 PFI 事業は、どのような主体が関係して実施されますか。 

 

 PFI 事業者は、公立学校施設の設計、建設、維持管理などを一括して実施し当該事業の

みを行う特別目的会社（SPC：Special Purpose Company）（→巻末用語集 P108 参照）を設

立することが一般的であり、地方公共団体は SPC と契約を締結します。公立学校施設 PFI

事業に関わるのは、SPC に出資する企業、SPC から設計、建設、維持管理などの業務を受託

する企業、SPC に融資する金融機関、そして、地方公共団体となります。 

 

図 3 公立学校施設 PFI 事業における主体間の関係 
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Ｑ11．公立学校施設 PFI の実施事例はありますか。 

 

 平成 15 年３月末現在、下記の事業が開始もしくは公表されています。 

表 2 公立学校施設 PFI 事業の既存事例 

事業の段階 事業名 

施設の供用開始 東京都調布市立調和小学校整備並びに維持管理及び運営事業 

滋賀県野洲町立野洲小学校及び野洲幼稚園整備並びに維持管理事業 
事業者選定済み 千葉県市川市立第七中学校校舎・給食室・公会堂整備等並びに保育所整

備 PFI 事業 

実施方針公表済み 三重県四日市市立小中学校施設整備事業 

 ⇒ 詳しくは、３－２（P30～）を参照してください。 

 

 

Ｑ12．公立学校施設 PFI では、PFI 事業者に委託できる業務はどのようなものが考えられま

すか。 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 23 条によって、公立学校施設の整備に関す

る事務を執行するのは教育委員会とされていますが、施設の設計、建設、維持管理等の下

表のような業務については事業者に委託することが可能と考えられます。なお、公立学校

の運営業務（教育）を PFI 事業者の業務とすることはできません。 

表 3 PFI 事業者にゆだねることが考えられる業務例 

事業段階 業務内容 
基本設計 設計 
実施設計 
許認可申請 
既存施設の解体 

建設 
 
 建設工事 

清掃 維持管理 
警備 
保守（情報システム等含む）  
施設・設備の日常的チェック・メンテナンス 

 施設の補修（大規模な改修は対象外とする場合もある） 
学校施設の時間外一般開放の管理 
学校施設に併設された他目的施設の運営・管理 

その他 

給食の調理 

 ⇒ 詳しくは、３－１（P26～）、４－２（P49～）をご参照ください。 
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Ｑ13．公立学校施設 PFI での学校施設の他目的利用と附帯事業は、どのようなものが可能

ですか。 

 

 学校教育に支障のない範囲で、かつ公共性があれば、公立学校施設の地域利用や学校敷

地への「学校教育以外の目的で整備される施設（以下「他目的施設」という）」の併設が可

能です。明確な基準はありませんが、学校教育への十分な配慮を前提にすれば、下記のよ

うな付帯事業は可能だと考えられます。 

表 4 実施可能な付帯事業例 

種類 付帯事業内容 
体育施設の一般開放 公立学校施設

の他目的利用 特別教室（調理室、音楽室、視聴覚室、図書室、コンピュータルーム等）
の一般開放 
生涯学習施設 
公民館 
図書館 
文化ホール、公会堂 
美術館、博物館 
老人福祉施設 
保育所 
地域スポーツクラブのクラブハウス 
トレーニング施設 

他目的施設の
併設 

上記の施設の利用者のための軽食喫茶・売店（設置する場所についての十
分な検討が必要） 

  ⇒ 詳しくは、２－３（P22～）、３－１（P26～）、４－２（P49～）をご参照ください。 

 

 

Ｑ14．公立学校施設 PFI で、VfM（Value for Money）は確保できるのですか。VfM を確保す

るためには、どのくらいの事業規模が必要なのでしょうか。小規模な学校でも VfM は

確保できるのですか。 

 

 公立学校施設PFIの場合、教育活動自体はPFI事業者の業務の対象とすることができず、

学校施設の維持管理が PFI 事業者の業務の中心となるため、VfM（→巻末用語集 P108 参照）

があまり大きくならない傾向にあることは事実です。しかし、施設の空き時間を活用した

施設の一般開放を管理するサービスの提供や、収益を得られる公共施設を併設することに

よって、VfM を確保できる可能性はあると考えられます。事業規模による明確な条件はあ
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りません。 

 また、小規模な学校の場合、VfM の確保が難しい、あるいは、小さくなる可能性が高い

ことは事実ですが、先進事例などでは、公立学校施設の維持管理以外の付帯事業と一体的

な事業としたり、複数校の施設整備をまとめて事業の対象としたりするなどの工夫がなさ

れたりしています。 

  ⇒ 詳しくは、４－１（P43～）、４－３（P61～）をご参照ください。 

 

 

Ｑ15．公立学校施設 PFI 事業で、公立学校施設整備の国庫補助を受けることは可能ですか。 

 

 PFI 手法による整備でも国庫補助は受けられますが、国庫補助を受けるにあたっては、

以下の３点を満たすことが必要です。 

１）事業費が、建設費と維持管理・運営費に明確に分離されていること 

２）竣工された時点で、設置者に建物所有権が移転されること（ＢＴＯ）（→巻末用語

集 P107 参照） 

３）地方負担分を含め、国庫補助の対象となる事業費については、全額を採択年度に支

出すること 

  ⇒ 詳しくは、４－２（P49～）をご参照ください。 
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Ｑ16．地方公共団体が事業当初の段階で用意する必要のある資金はどれぐらいですか。 

 

 事業の規模や内容によって地方公共団体が当初段階で用意する必要のある資金は異なり

ますが、Ｑ15 で示しているように、地方公共団体は、国庫補助対象部分の建設費のうち国

庫補助以外の資金を用意する必要があります。但し、公立学校施設やその他の公共施設の

整備については地方債の起債による調達が可能なものもあります。また、国庫補助対象以

外の部分については、年々に支払うサービス購入費（→巻末用語集 P105 参照）として支

払うことが可能ですので、国庫補助対象外の部分が大きい事業ほど、PFI による初期整備

費削減及び財政支出の平準化の効果が大きくなるということも言えるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 初期整備費における地方公共団体の調達部分例 

 

 

Ｑ17．PFI 手法で進める場合は、事業者との契約までにどのくらいの期間が必要ですか。 

 

 事業によって異なります。まず、検討の開始から実施方針の公表（Ｑ21 の③）までの内

部での検討に、１年から２年の期間を要します。さらに実施方針の公表から契約締結（同

⑩）まで、およそ１年程度はかかると考えられます。 
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Ｑ18．PFI で公立学校施設整備を行う場合、教職員や保護者（住民）、行政担当者の意見を

反映することができるのでしょうか。 

 

 市町村等が基本計画や基本設計を策定するにあたり、父母や地域住民、教職員など関係

者の意見を十分踏まえることが重要です。また、PFI 事業者が行う基本設計や実施設計の

各段階においても、あらかじめ、PFI 事業者の募集要項において、地域住民等関係者の意

見を反映するような仕様を条件として記載するとともに、本契約前に、PFI 事業者と調整

して反映することも可能です。 

 ⇒ 詳しくは、３－３（P38～）、４－３（P61～）を参照してください。 

 

 

Ｑ19．具体的な観点、例えば、「地域スポーツの振興」といった面から公立学校施設 PFI を

検討する意味はありますか。 

 

 子どもから高齢者まですべての地域住民がそれぞれの興味、関心等に応じて日常的にス

ポーツを行う場所として期待される「総合型地域スポーツクラブ」育成のための取組が各

地域において行われており、住民に最も身近なスポーツ施設である学校体育施設を拠点施

設として活動しているところも多くあります。PFI 事業者によってより水準の高い学校体

育施設の維持管理が行われることはもちろんのこと、PFI 事業の一部として、学校体育施

設の地域開放、サロンや飲食施設等の付帯施設の整備・運営、クラブの育成・支援などの

業務を位置づけることによって、「総合型地域スポーツクラブ」の活動がより活発化するこ

とが可能となるため、地域スポーツの振興という観点からも検討が期待されます。 

 

 

Ｑ20．庁内の推進体制は、どうすればよいですか。 

 

 PFI 事例が増えるにつれ、募集要項や要求水準書、契約書などが、徐々に蓄積されつつ

あるものの、まだルーチン化された業務とはなっていないため、専任に近い職員数名を含

む、当該事業の全庁的なプロジェクトチームを設置することが必要です。また、コンサル

タントやアドバイザーなど、外部の専門家を活用することも有効な手段です。 

⇒ 詳しくは、４－３（P61～）をご参照ください。 
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１－３．発展編（公立学校施設 PFI 事業を進めるにあたって必要な実務的情報） 

 

Ｑ21．公立学校施設 PFI の事業は、どのような手順で進めればよいですか。 

 

 通常事業による公立学校施設整備との違いを中心に、PFI による一般的な手順を整理す

ると以下のようになります。 

①基本構想・基本計画の策定（基本設計まで策定する場合もあり） 

②PFI 導入可能性調査 

③実施方針の作成・公表 

④特定事業（→巻末用語集 P106 参照）の選定・公表 

⑤募集要項（入札説明書）の公表 

⑥優先交渉権者（落札者）の選定・公表 

⑦基本協定の締結 

⑧仮契約 

⑨議会議決 

⑩PFI 事業権契約締結 

⑪基本設計の確定（①で基本設計を含む場合には不要） 

⑫実施設計 

⑬建築確認申請 

⑭工事着工 

⑮竣工 

⑯施設の引渡し・施設所有権の移転 

⑰施設の維持管理（施設の供用開始後） 

⑱事業の監視（モニタリング） 

⑲事業の完了 

 ⇒ 詳しくは、３－２（P30～）、３－３（P38～）をご参照ください。 

 

 

 



－14－ 

Ｑ22．施設の竣工後は、地方公共団体は何を行う必要がありますか。 

 

 サービス購入費（→巻末用語集 P105 参照）の支払のほか、PFI 事業者の業務を定常的に

監視（モニタリング）し、必要に応じて、改善要求や協議を行うことが必要です。また、

一般的に建築後 20 年から 30 年後に必要と考えられている大規模改修の内容を予め契約に

おいて定めることは困難であるため、PFI 事業者ではなく、地方公共団体が実施する例が

多くなっています。 

  ⇒ 詳しくは、３－３（P38～）、４－３（P61～）をご参照ください。 

 

 

Ｑ23．都道府県や文部科学省などには、いつごろ相談する必要がありますか。 

 

 公立学校施設 PFI を進めるにあたり、国庫補助を受ける場合には、都道府県を通じ、文

部科学省などにできるだけ早い時期に相談することが望ましいです。 

  ⇒ 詳しくは、３－３（P38～）、４－３（P61～）を参照してください。 

 

 

Ｑ24．公立学校施設 PFI を行うにあたり、考慮すべき法令は何でしょうか。 

 

 主なものとしては、下表のような法令等が関連します。 

表 5 PFI 全般に関わる代表的法令等 

種類 法制度名 
PFI 法（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律） 
地方自治法 
補助金等に関わる予算の執行の適正化に関する法律 

法律等 

基本方針（民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関
する基本方針） 
PFI 事業実施プロセスに関するガイドライン 
PFI 事業におけるリスク分担等に関するガイドライン 

ガイド
ライン 

VfM に関するガイドライン 
地方公共団体におけるPFI 事業について（平成 12 年 3 月 29 日自治省通達） 通達等 
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律
第 117 号）に基づいて地方公共団体が実施する事業に係る地方財政措置について
＜H12.3.29 自治省財政局長＞ 
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表 6 学校に関連する代表的法令等 

種類 法制度名 
学校教育法 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 
義務教育諸学校施設費国庫負担法 
学校施設の確保に関する政令 
小学校設置基準 
小学校施設整備指針 
中学校設置基準 
中学校施設整備指針 
高等学校設置基準 
高等学校施設整備指針 
学校環境衛生の基準 

法令等 

学校給食衛生管理の基準 
通知等 学校体育施設開放事業の推進について（文部省通知） 

  ⇒ 詳しくは、４－２（P49～）をご参照ください。 

 

 

Ｑ25．基本設計が確定していない段階で、委託金やリスク（→巻末用語集 P107 参照）分担

などを含む事業権契約を締結することにはリスクが伴いますが、PFI の場合、公立学校

施設の基本設計を行う前に事業者との契約を締結する必要がありますか。 

 

 設置者（地方公共団体）が基本設計までを行い、PFI 事業者の業務範囲を実施設計以降

とする方法もありますので、その場合には、基本設計後、事業者との契約を締結すること

になります。 

 設置者（地方公共団体）が基本計画までを行い、PFI 事業者の業務範囲を基本設計以降

とする場合、基本設計が確定していない段階で、PFI 事業者が任意で本契約（事業権契約）

までに基本設計の事前検討を進め、本契約後、基本設計の確定を行うという工夫が考えら

れます。 

  ⇒ 詳しくは、４－３（P61～）をご参照ください。 

 

 

 

 

 



－16－ 

Ｑ26．PFI の事業期間は長期にわたる場合が多いですが、契約書ではどういう事項や内 

容について取り決めする必要があるのでしょうか。 

 

 契約書において取り決めるべき事項や内容は事業ごとに異なりますが、事前に想定され

る事項や内容については、契約書において、対応方法を取り決めておくというのが基本的

な考え方です。よって、先進事例の調査や専門家の助言などにより、事業期間中に発生す

る可能性のある事項や内容を可能な限り抽出、整理した上で、対応方法を契約書に記載す

ることが望まれます。 

但し、契約締結時点で想定できないことが発生する可能性は 0 にはなりませんので、「～

のような場合には、双方で協議して対応方法を決める」などと契約書に記載した上で、事

業期間中に、必要に応じ、協議・交渉しながら対応していくこともありえます。 

 

 

Ｑ27．PFI 事業者（SPC（→巻末用語集 P108 参照））に対する金融機関の資金提供は、「プロ

ジェクトファイナンス」以外にあり得ないのでしょうか。 

 

 必ずしもそうではありません。これまでの事例を見ますと、プロジェクトファイナンス

（→巻末用語集 P106 参照）が主流ですが、事業規模が小さい場合や PFI 事業者が希望す

る場合はコーポレートファイナンス（→巻末用語集 P105 参照）も行われています。 

  ⇒ 詳しくは、４－４（P76～）を参照してください。 

 

 

Ｑ28．PFI 事業では、金融機関はどのような役割を果たし、また、地方公共団体とどのよう

な関係を持つのでしょうか。 

 

 PFI 事業において、金融機関は、SPC（→巻末用語集 P108 参照）に対する資金提供を行

うことが基本的な役割になります。 

プロジェクトファイナンス（→巻末用語集 P106 参照）の場合には、資金回収の確実性

を担保するため、金融機関は、SPC の株式や事業権に担保権を設定しているほか、事業の
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モニタリング（監視）を行いながら、事業に支障が起こると事業介入権（ステップインラ

イト（→巻末用語集 P105 参照））を行使します。そのため、PFI 事業においては、委託者

の行政機関と金融機関が直接協定（ダイレクトアグリーメント（→巻末用語集 P106 参照））

を締結するのが通常です。 

  ⇒ 詳しくは、４－４（P76～）を参照してください。 

 

 

Ｑ29．PFI 事業に対する特別の融資制度などはありますか。 

 

 日本政策投資銀行の低利融資制度のほかに、地方公共団体で実施方針や VfM（→巻末用

語集P108参照）を検討するための調査費用の一部を内閣府が補助する制度があります。（問

合わせ先→Ｑ８） 
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２章 公立学校施設の整備における課題と PFI 手法の活用による効果 

 

２－１．今後の公立学校施設の整備の見通し 

全国の公立小中学校が保有している非木造建物の総面積は、平成 14年 5月 1 日現在で 1

億 5,918 万㎡となっています。このうち平成 14 年 5 月に実施した文部科学省の調査におい

ては、２階以上もしくは延床面積が 200 ㎡を超える公立小中学校の非木造建物 13万 3,490

棟の 42.7％に耐震上の問題があると推計されています。また、昭和 56 年の新耐震基準以

前に建築された学校建物の耐震診断実施率は 30.8％とともに低く、公立学校施設を改築、

補強・改修してその耐震性を確保することが喫緊の課題となっています。 

 また、建築後 20 年以上を経過した建物（老朽化などにより、大規模な改造工事の検討が

必要とされる）が、全体の約 68％を占め、建築後 30 年以上経過した建物（構造耐力の低

下などにより改築の検討が必要とされる）が全体の約 26％を占めており、さらに昭和 40

年代後半から 50 年代にかけての児童生徒急増期に大量に建設された校舎の老朽化も進ん

でいることから、順次改築が必要な時期を迎えています。したがって、改築や大規模な改

修などの早急な施設整備の必要性が高まることが予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 公立小中学校の耐震改修状況調査結果による耐震化の状況（文部科学省推計） 
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し、又、昭和57 年以降建築の建物（45,903 棟）については全て耐震性
があるものとして推定。 
○耐震性がないと推計される棟数の割合は約 42.7%（57,000/133,490） 

○昭和56 年以前の建物の耐震診断実施率は30.8%（26,972/87,587） 
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図 6 公立小中学校の建築年数の変化 

 

また、地方公共団体を対象とした公立学校施設の PFI 事業に関するアンケートでは、「今

後５年以内の公立小・中・高等学校における校舎等の施設の新築、あるいは大規模な増築、

改築、改修・補強の予定」について、全体で約 70％以上の団体が「ある」と回答していま

す。特に人口５万人以上の地方公共団体においては、約 95％以上が「ある」と回答してお

り、上記のデータを裏付ける結果となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 公立学校施設の整備予定（今後５年間） 
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しかし、整備が必要な公立学校施設が増加する一方で、国の公立学校施設整備に関する

予算は年々減少傾向にあります。また、地方公共団体における財政状況も非常に厳しい状

態にあります。 

 こうした状況をふまえると、今後の公立学校施設整備においては、低コストで施設やサ

ービスの水準を維持・向上していくことが不可欠だと言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 公立学校施設整備費予算額・事業量の推移（当初予算ベース） 
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２－２．公立学校施設整備における課題 

文部科学省では、公立学校施設整備のこれからの課題として、 

 ①近い将来発生する改築等の需要に対して、都道府県や市町村との連携による中長期的

な観点からの計画的な整備の必要性 

 ②教育内容・方法等の変化に対応した施設づくり 

 ③地域コミュニティの核としての学校を目指した施設づくり 

 ④他の公共施設との連携・協力 

 ⑤メンテナンスの向上 

などが重要であると考えており、これらのことは、「子ども達の未来を拓く学校施設～地域

の風がいきかう学校（学校週 5 日制時代の公立学校施設に関する調査研究協力者会議報告

書：平成 11 年 7 月）」、「まち・ひと・思いをつなぐ学校施設～学校づくりとまちづくりに

よる地域活性化のために～（地域に開かれた学校づくりと居住環境整備の連携に関する調

査研究報告書：平成 14 年 3 月）」や「学校教育の新たな展開を支えるための学校施設の整

備に関する調査研究（平成 11～12 年度文部省科学研究費補助金）」においても言及されて

います。 

これらの公立学校施設の整備における課題のいくつかについては、PFI 手法を活用する

ことによって、解決しうる可能性があります。具体的な効果については、２－３（P22～）

をご参照ください。 
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２－３．公立学校施設整備への PFI 手法の活用による効果と課題 

 公立学校施設の新築、改築等を PFI 事業として実施することによって、以下のような効

果、課題および課題に対する方策が考えられます。 

 

（１）事業全体に関わる効果、課題、対応策 

○公立学校施設整備における設計、建設、維持管理に係る公的財政の負担額を縮減する

ことができます。 

○公立学校施設の整備や維持管理に関わる地方公共団体の負担額を平準化することがで

きます（国庫補助対象以外の部分）。 

 

課題 課題に対する方策案 

●通常の事業に比べ、PFI 導入可能性検討
調査、実施方針の策定、特定事業（→巻
末用語集P106 参照）の選定、詳細な契約
書の作成など、PFI 事業を導入するため
の作業量が増えます。 

 

■他のPFI事業と共通化が可能な文書やノウハ
ウ等については、先進事例の成果などを最大
限活用することが考えられます。 

■コンサルタントなどの専門家を効果的に活
用することが考えられます。 

●事業期間中の PFI 事業者の業務につい
て、参考となる先行事例が少ないという
ことがあります。 

■コンサルタントなどの専門家を効果的に活
用することが考えられます。なお、PFI 事業
が円滑に実施されるよう、地方公共団体と
PFI 事業者との密接な連携・協力が必要であ
ると考えられます。また、契約書において、
適切なリスク（→巻末用語集 P107 参照）分
担の設定や役割分担の明確化を行うことが
必要であると考えられます。 

●PFI 事業は、高度なノウハウや資金調達
能力が必要なため、地元中小企業が参画
しづらい場合も考えられます。 

■PFI 事業の先行事例を見てみると、必ずしも
地元中小企業がPFI事業に参画できないわけ
ではなく、また、PFI 事業者からの業務委託
の可能性も考えられます。 

●短期間に多くの事業を実施した場合、地
方債の債務残高の累積や PFI 事業者への
サービス購入費支払の債務負担行為（→
巻末用語集 P105 参照）などが増加し、財
政の硬直化を招く可能性があります。 

■本来的に必要不可欠な政策需要のみをPFI事
業の対象とすることを考慮すべきことが考
えられます。 
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（２）設計における効果、課題、対応策 

○公立学校施設の維持管理主体となる PFI 事業者が設計業務を行うことにより、維持管

理上の利便性・効率性を考慮した効果的な設計が可能となります。但し、公立学校の

運営（教育活動）については、PFI 事業者は実施しえないため、この効果は限定的と

なる可能性があります。（運営業務も同じ主体（PFI 事業者）が実施する PFI 事業では、

運営上の利便性・効率性を考慮することが可能で、その効果は大きくなります。） 

 

課題 課題に対する方策案 

●児童生徒や保護者、教職員、地域住民など、
公立学校の運営に直接関わる人々のニー
ズが反映されない可能性があります。 

■地方公共団体が、学校施設への様々なニー
ズなどを取りまとめて、設計仕様に盛り込
むことが考えられます。 

 

（３）維持管理における効果、課題、対応策 

○施設のメンテナンスや清掃などの維持管理業務を施設整備も行う PFI 事業者が一括し

て実施するため、維持管理を効率的に行うことが可能となります。 

○PFI 事業者の民間事業者ならではの効率的な維持管理ノウハウを活用することで、メ

ンテナンスや清掃などが効率的かつ効果的に行われ施設のライフサイクルコスト（→

巻末用語集 P106 参照）を縮減する可能性が期待できます。 

○民間事業者にとって、公立学校施設の維持管理という事業機会が増加します。 

 

課題 課題に対する方策案 

●地方公共団体とPFI 事業者との間で、学校
施設の維持管理についての役割分担や責任
の所在が不明確となる恐れがあります。 

■事業契約にあたり、責任を負うべき事項や
範囲等について明確に定めることが考えら
れます。 

 



－24－ 

（４）公立学校施設の他目的利用における効果、課題、対応策 

○PFI 事業者が公立学校施設の空き時間等を活用して地域開放の管理サービスを実施す

ることによって、学校施設の地域利用が促進され、施設の有効活用が進むとともに、

地域と学校の交流や連携が活発化することが期待されます。 

 

課題 課題に対する方策案 

●多様な人々と公立学校施設を共同利用する
ため、児童・生徒の個人情報の保護や安全
性の確保に懸念が生じる可能性がありま
す。 

■個人情報に対するアクセス制限、地域住民と
の連携協力による安全確保、個人情報保護に
配慮した利用規定の制定などを行う必要が
あります。 

 
 
＜具体的な業務例における効果と課題＞ 

業務内容 主な効果 課題 課題に対する方策案 

体育施設、特
別教室等の
地域開放管
理 

○公立学校施設のさら
なる活用が促進さ
れ、施設の有効利用
が進みます。 

 

●事故等における責任
の所在があいまいと
なる可能性がありま
す。 

●不特定多数の住民が
利用することによ
り、児童生徒の個人
情報の保護や安全性
の確保に懸念が生じ
る可能性がありま
す。 

■契約書や施設利用者との
利用規定において事故等
の責任の所在を明確化す
る必要があります。 

■保険等でリスク対応を図
ることが考えられます。 

■個人情報に対するアクセ
ス制限、市民団体・NPO
等の住民自身による監
視、個人情報保護に配慮
した利用規定の制定など
を行う必要があります。 

総合型地域
スポーツク
ラブや地域
活動団体の
育成 

○公立学校施設を拠点
施設として優先的に
貸与したり、一部の
施設管理業務を委託
することによって、
クラブや団体の活動
が活発化する可能性
があります。 

●PFI 事業者の業務の
内容や範囲があいま
いとなる（＝リスク
となる）可能性があ
ります。 

■契約時に、本業務の対象
範囲や内容を明確に規定
する必要があります。 
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（５）他目的施設併設事業における効果、課題、対応策 

○他目的施設と公立学校との連携により、学校教育の新たな展開や効果向上が期待され

ます。 

○他目的施設を訪れる人々と公立学校の交流や連携が活発化することが期待されます。 

 

課題 課題に対する方策案 

●不特定多数の住民が利用することにより、
児童生徒の個人情報の保護や安全性の確保
に懸念が生じる可能性があります。 

■他目的施設の利用者と公立学校の児童・生徒
等との動線を分離することが考えられます。 

■市民団体・NPO 等の住民自身に監視を依頼す
ることが考えられます。 

●施設の内容によっては、騒音等による学習
環境への悪影響が懸念されます。 

■常時悪影響を及ぼす可能性がある施設は対
象としないことが考えられます。 

■設計段階において、適切な配置を行うことが
必要です。 
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３章 公立学校施設 PFI の事業内容 

 

３－１．公立学校施設 PFI 事業の基本的枠組と類型 

 

（１）基本的な枠組 

公立学校施設の整備及び維持管理の PFI 事業において想定される基本的な枠組は下図の

とおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 公立学校施設 PFI 事業の基本的な枠組 

 

公立学校施設については、利用料金のみによる初期整備費及び維持管理費の回収は期待

できませんので、地方公共団体からPFI事業者に支払うサービス購入費（→巻末用語集P105

参照）によって回収することになります。但し、公立学校施設の場合は、国庫補助対象の

初期整備費は、後述（３－３参照）するように、竣工後、施設を引渡した時点で地方公共

団体から PFI 事業者に一括して支払うことになります。 

公立学校施設と併設する他目的施設については、施設の特性によりますが、利用料金収

入のみで施設の初期整備費及び維持管理費を回収することは困難な場合が多いと考えられ、

地方公共団体からサービス購入費を支払うことになります。利用料金については、施設利

公
共
団
体

利
用
者
等

Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
者

利用料金支払い※

施設整備・維持管理
サービス購入費

一般開放
サービス提供

徴
収
代
行

国

補助金

サービス提供

利用料金支払い※

学校施設 他目的施設

施設の時間外一般開放
サービス購入費

※利用者等による利用料金支払いはＰＦＩ事業者に直接払われる場合とＰＦＩ事業者
が徴収代行を行い地方公共団体に払われる場合が想定される。

※この他に、複数校を対象とした事
業スキームも想定される。

初期整備費
（補助金分を含む）

他目的施設とは、ここでは「学校教育以
外の目的で整備される施設」のこと。
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用者から PFI 事業者に直接支払われる場合と、PFI 事業者が徴収を代行して地方公共団体

に支払う場合が想定されます。 

 

（２）公立学校施設 PFI 事業の類型 

公立学校施設 PFI の事業パターンは、以下のようにいくつかに類型化することができま

す。 

公立学校施設 PFI 事業の対象業務としては、大きく分けると、「公立学校施設の整備・維

持管理業務」、「公立学校施設の他目的利用に関する業務」と「他目的施設を併設し管理す

る業務」の３つが考えられます。 

「公立学校施設の整備・維持管理業務」には、施設の基本設計・実施設計から、建設、

引渡し、施設の保守・点検、修繕、清掃、警備などの業務が該当します。「公立学校施設の

他目的利用に関する業務」には、プールや体育館などの体育施設、音楽室や調理室、コン

ピュータ室等の特別教室、講堂、図書館などを地域住民の利用に供したり、公立学校施設

を活用して地域スポーツクラブ等を育成したりする業務が該当します。「他目的施設を併設

し管理する業務」では、保育所、保健・福祉施設、公民館、文化ホール、公会堂、生涯学

習施設、図書館、美術館・博物館などが対象となります。 

下の表では、施設の整備や維持管理のみに関する業務のみを対象とするパターンを「学

校限定型」、それに加えて公立学校施設の他目的利用に関する業務までを対象とするパター

ンを「地域開放型」、さらに加えて他目的施設を併設し管理する業務までを対象とするパタ

ーンを「複合施設型」として分類しています。 

 

表 7 対象業務による公立学校施設 PFI 事業の類型 

業務 
学校 
限定型 

地域 
開放型 

複合 
施設型 

公立学校施設の整
備、維持管理のみ
に関する業務 

設計・建設、維持管理 
● ● ● 

公立学校施設の他
目的利用に関する
業務 

公立学校施設の地域利用管理、地域スポー
ツクラブや住民団体の育成 など  ● ● 

他目的施設を併設
し管理する業務 

保育所、保健・福祉施設、公民館、ホール、
公会堂、生涯学習施設、図書館、美術館・
博物館 など 

  ● 
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【各類型の特徴】 

「学校限定型」は、他の２類型に比べ、学校側との業務分担における責任の明確化がし

やすいという長所と民間事業者のノウハウの活用が限定的になるという短所が特徴です。 

「地域開放型」は、民間事業者のノウハウの活用範囲が拡大し、公立学校の地域利用や

総合型地域スポーツクラブの育成などが進む可能性があります。 

「複合施設型」は、民間事業者のノウハウの活用範囲がさらに拡大するとともに、学校

教育と他目的施設の連携による新たな教育効果の可能性が期待されます。一方で、児童・

生徒の安全性や個人情報保護の確保に対する対応が課題となります。 

 

表 8 「学校限定型」「地域開放型」「複合施設型」の比較 

 学校限定型 地域開放型 複合施設型 

長所 ・地域開放型や複合施設型
と比較して、事業の内容
や責任分担などがより明
確になります。 

・学校限定型に比較して、民
間事業者のノウハウの活用
範囲が広がります。 

・地域住民の公立学校施設利
用が促進されます。 

・地域住民等の活動が活発化
し、地域やコミュニティの
活性化が期待されます。 

・地域開放型に比較して、さ
らに民間事業者のノウハウ
の活用範囲が広がります。 

・施設の種類によっては、施
設間相互の交流が生まれ、
学校教育の新たな展開や効
果が期待されます。 

・地域住民等の交流拠点とな
り、地域やコミュニティの
活性化が期待されます。 

短所 ・事業規模が小さい場合、 
VfM（→巻末用語集P108
参照）が小さくなる可能
性が高く、公共にとって
の財政支出削減効果が小
さくなる可能性がありま
す。 

・地域開放型や複合施設型
と比較して、民間事業者
のノウハウ活用が限定さ
れる可能性があります。 

・学校限定型に比較して、事
業や契約の内容などが複雑
になる可能性があります。 

・児童・生徒の安全管理への
よりきめ細かい対応が必要
となります。 

・学習環境に悪影響を及ぼさ
ないために、施設間の適切
な動線の確保が必要となり
ます。 

・事故対応や施設維持管理な
どにおいて、官民の責任分
担が不明確になる可能性が
あります。 
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（３）公立学校施設 PFI 事業の３類型と先進事例 

３－２に記載した４つの先進事例のうち、「調布市立調和小学校」は「地域開放型」、「野

洲町立野洲小学校」は「学校限定型」（幼稚園との複合ですが、幼稚園の運営は行っていな

いため、「学校限定型」としました。）、「市川市立第七中学校」は「複合施設型」、「四日市

市」は「学校限定型」に該当します。 

なお、同一の PFI 事業の対象学校数が「１校の場合」と「複数校の場合」によっても、

事業の枠組が異なり、上記の各類型について、それぞれ「単独校型」と「複数校型」が存

在します。先進事例のうち、「四日市」のみが「複数校型」で、残りの３つは「単独校型」

です。 
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３－２．先行事例 

ここでは、公立学校施設 PFI の先行事例を紹介します。 

 

（１）調布市立調和小学校整備並びに維持管理及び運営事業 

 

■事業概要 

地方公共団体 東京都調布市 

担当部署 政策室 

事業 

スケジュール 

実施方針の公表                     平成12年11月 

事業者の決定                      平成13年２月 

PFI事業者との契約                    平成13年３月 

建設期間                 平成13年４月～平成14年７月 

供用開始                        平成14年９月 

事業期間 16 年間 

事業内容 地域開放専用施設として、地域図書館、駐車場、防災備蓄倉庫等を併設。また、

普通教室、特別教室、会議室、校庭、体育館、プールを地域開放。プールの地

域開放についてのみ PFI 事業者が運営し、その他の施設の地域開放は教育委員

会及び学校が行う。 

事業方式 ＢＴＯ（→巻末用語集 P107 参照）方式 

サービス購入費

の支払 

①建設費の一部と消費税は一括支払 

②建設費の残額と、維持管理・運営費はサービス購入費（→巻末用語集 P105

参照）として毎年支払う 

③維持管理・運営費は物価変動で改定 

④プール運営に係わる変動費は利用者数により変動 

変動リスク プール運営に係るサービス購入費は、利用者数が増加した場合のみにインセン

ティブが与えられ、利用者数が減少した場合には減額されない事業の枠組のた

め、PFI 事業者のリスク（→巻末用語集 P107 参照）は小さい。 

財政上の支援措

置等 

国庫補助（公立学校施設整備） 
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■業務分担 

業務 調布市 PFI 事業者 

学校施設 ○  

屋外運動場  ○ 

基本設計 

地域開放専用施設 ○  

学校施設 ○ △VE（→巻末用語集 P108 参照）
提案のみ 

屋外運動場  ○ 

設
計 実施設計 

地域開放専用施設 ○ △VE 提案のみ 

各種申請業務  ○ 

近隣住民との調整 △（施設設置） △(建物、工事) 

地質調査 ○  

建設工事  ○ 

工事監理  ○ 

完工確認 ○  

建
設 

所有権移転業務  ○ 

建築物保守管理 ○  

設備保守管理  ○ 

清掃 △（児童による毎日の掃
除） 

△（トイレ・ガラス） 

環境衛生管理 △ △※ 

学校施設 

警備 ○（施錠、入退出管理・
巡回(利用時間内)） 

△（夜間等機械警備） 

建築物保守管理  ○ 

設備保守管理  ○ 

清掃  ○ 

環境衛生管理 △ △※ 

プール 

警備  ○ 

建築物保守管理  ○ 

設備保守管理  ○ 

清掃  ○ 

環境衛生管理 △ △※ 

地域開放専用施設 

警備 ○（施錠、入退出管理・
巡回(利用時間内)） 

△（夜間等機械警備） 

維
持
管
理 

大規模修繕 ○ (事業期間に発生しないように) 

学校運営 ○  

プール運営  ○(開放時のみ) 運
営 

地域開放施設 ○  

※業務としては受水槽の清掃、浄水水質検査、雨水利用設備の検査、厨房設備の点検、害虫駆除 

■選定結果における VfM（→巻末用語集 P108 参照）評価 

 予定価格 PSC（→巻
末用語集 P107 参照） 

入札価格 入札価格の現在価値（→巻末用
語集 P104 参照）と PSC の比較 

割引前 6,418 百万円 4,379 百万円 － 
現在価値 4,813 百万円 3,343 百万円 69％ 
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（２）市川市立第七中学校校舎･給食室･公会堂整備等並びに保育所整備 PFI 事業 

 

■事業概要 

地方公共団体 千葉県市川市 

担当部署 教育委員会教育総務部 

事業 

スケジュール 

実施方針の公表                      平成14年６月 

事業者の決定                       平成14年11月 

PFI事業者との契約                    平成15年３月 

設計・建設予定期間             平成15年３月～平成16年12月 

供用開始予定         学校・給食室        平成16年９月 

公会堂、保育所、ｹｱﾊｳｽ､   平成16年10月 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ               

事業期間 15 年７ヶ月 

事業内容 複数の公共施設等を複合化し効率的に整備する事業として、本 PFI 事業と「市

川市ケアハウス整備等 PFI 事業」の２つの事業が公募された。事業者は両事業

を一体的に行うものとして選定されている。新時代の教育に対応できる中学校

づくりを基本とし、耐震性に優れた安全性の高い校舎への建替えと給食室の建

替え、余裕容積を有効活用して公会堂、保育所、ケアハウス、デイサービスセ

ンターを新設する。PFI 事業者は、学校運営や運営支援業務は行わない。保育

所の運営は、応募者の構成員である社会福祉法人が、SPC（→巻末用語集 P108

参照）とは別の事業主体として実施する。 

事業方式 ＢＴＯ方式 

サービス購入費

の支払 

①保育所整備費の全部と、校舎・給食室の補助対象分は、一括支払 

②建設費の残額と、維持管理費はサービス購入費として毎年支払う 

③維持管理費は物価変動で改定 

財政上の支援措

置等 

国庫補助・起債（公立学校施設整備、児童福祉施設） 
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■事業範囲 

業務 市川市 PFI 事業者 

学校施設  ○ 

公会堂  ○ 

基本設計 

保育所  ○ 

学校施設  ○ 

公会堂  ○ 

設
計 実施設計 

保育所  ○ 

各種申請業務 △ 
(補助金受付手続のみ) 

○ 

周辺環境調査  ○ 

住民近隣との調整 △（施設設置） △(建物、工事) 

建設工事  ○ 

既存建築物解体撤去  ○ 

工事監理  ○ 

完工確認 ○  

建
設 

所有権移転業務  ○ 

建築物保守管理 △(既設校舎のみ) ○ 

設備保守管理  ○ 

外構施設管理  ○ 

清掃 △ 
生徒による日常清掃 

○ 
校舎（ガラス）、給食室、

公会堂 

環境衛生管理 △ △（害虫駆除） 

校舎・公会堂 

警備  ○（機械警備） 

建築物保守管理  ○ 

設備保守管理  ○ 

外構施設管理  ○ 

清掃  ○保育所事業者 

環境衛生管理  ○ 

保育所 

警備  ○ 

維
持
管
理 

大規模修繕 ○ (事業期間に発生しない
ように) 

学校運営 ○  

学校開放 学習情報ｾﾝﾀｰ､ﾗﾝﾁﾙｰﾑ、ﾜ
ｰｸｽﾍﾟｰｽ、特別教室等 

○  

 
運 
営 

保育所運営  保育所事業者 

 

■選定結果における VfM 評価 

市単独総事業費 
現在価値（PSC） 

PFI 事業における総事業費 
現在価値 

PSC と PFI 事業 
との比較 

4,923 百万円 3,430 百万円 70％ 
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（３）野洲町立野洲小学校及び野洲幼稚園整備並びに維持管理事業 

 

■事業概要 

地方公共団体 滋賀県野洲町 

担当部署 教育委員会学務課教育施設整備室 

事業 

スケジュール 

実施方針の公表                      平成14年１月 

事業者の決定                       平成14年９月 

PFI事業者との契約予定                  平成14年12月 

設計・建設予定期間             平成14年12月～平成16年３月 

供用開始予定                   学校  平成16年４月 

幼稚園 平成15年12月 

事業期間 20 年間 

事業内容 野洲小学校においては、児童・生徒の教育環境を良好に保つ為に、耐震性に問

題のある老朽化した校舎の建替えを行う。また、野洲幼稚園においては、3 年

保育の実施に伴う園舎の不足を補うために増築を行う。PFI 事業者は学校や幼

稚園の運営は行わない。 

事業方式 ＢＴＯ方式 

サービス購入費

の支払い 

①施設整備費の一部は、一括支払 

②建設費の残額と、維持管理費はサービス購入費として毎年支払う 

③維持管理費は物価変動で改定 

財政上の支援措

置等 

国庫補助（公立学校施設整備） 
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■業務範囲 

業務 野洲町 PFI 事業者 

小学校  ○ 基本設計 

幼稚園  ○ 

小学校  ○ 
設
計 実施設計 

幼稚園  ○ 

各種申請業務  ○ 

周辺影響調査  ○ 

地質・文化財調査 ○  

住民近隣との調整 △ 
（施設設置） 

△ 
(建物、工事) 

建設工事  ○ 

既存建築物解体撤去  ○ 

工事監理  ○ 

完工確認 ○  

建
設 

所有権移転業務  ○ 

建築物保守管理  ○(業務 
範囲､内容は提案による) 

設備保守管理  ○(業務 
範囲､内容は提案による) 

清掃  ○(業務 
範囲､内容は提案による) 

小学校、幼稚園 

警備  ○(業務 
範囲､内容は提案による) 

維
持
管
理 

大規模修繕 ○ (事業期間に発生しない
ように) 

小学校運営 ○  

地域開放 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ､ほほえみふれ
あい施設 

○  

 
運 
営 

幼稚園運営 ○  
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（４）四日市市立小中学校施設整備事業 

 

■事業概要 

地方公共団体 三重県四日市市 

担当部署 教育委員会教育施設課 

事業 

スケジュール 

実施方針の公表                     平成 15 年２月 

事業者の決定予定                    平成 15 年 12 月 

事業者との契約締結予定                 平成 16 年６月 

設計・建設予定期間    平成 16 年６月～平成 17 年 10 月･平成 18 年８月 

供用開始予定               平成 17 年 11 月･平成 18 年９月 

＊４校の竣工時期が異なることから供用開始時期がそれぞれ異なる。 

事業期間 23 年間 

事業内容 昭和 30 年代に多く建設された校舎が改築時期を迎えているが、財政は厳しい

状況となっている。このため、公立学校整備財源の確保と、教育サービスの質

の向上という課題に対応するため、老朽化した小中学校を複数校一括して改

築・改修する。 

小中学校４校の老朽校舎等につき解体・撤去業務、企画･設計業務、改築業務、

改修業務、外構整備業務、仮設業務、工事監理、維持管理を行う。 

事業方式 ＢＴＯ方式 

サービス購入費

の支払い 

①施設整備費の一部は、一括支払 

②建設費の残額と、維持管理・運営費はサービス購入費として毎年支払う 

③維持管理・運営費は物価変動で改定 

財政上の支援措

置等 

国庫補助（公立学校施設整備） 
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■事業範囲 

業務 四日市市 PFI 事業者 

基本設計  ○ 設 
計 実施設計  ○ 

耐力度調査  ○(一部△) 

地質調査 ○ △ 
(事業者が必要と考える場

合) 

敷地の確定測量  ○ 

各種申請業務  ○ 

電波障害調査・対策  ○ 

住民近隣との調整 △ 
（施設設置） 

△ 
(建物、工事) 

建設工事  ○ 

建設工事(外構) 校門(移動)､植裁､ｺﾞﾐ
集積場 

 △ 
(事業者が必要と考える場

合) 

既存建築物解体撤去  ○ 

工事監理  ○ 

完工確認 ○  

建
設 

所有権移転業務  ○ 

日常保守点検･対応  ○ 建築物維持管理 

定期保守点検･修繕 △ 
(既存施設のみ) 

○ 

日常保守点検･対応  ○ 設備維持管理 

定期保守点検･修繕 △ 
(既存施設のみ) 

○ 

植裁外構維持管理  ○ 

日常清掃 △ 
(教室､廊下､体育館等) 

△ 
(管理関係室､渡り廊下等) 

環境衛生･清掃 

定期清掃  ○ 
(床､ｶﾞﾗｽ､ﾄｲﾚ等) 

防犯警戒  ○ 
(入校監視､巡回､施錠管理､

夜間機械警備) 

安全管理 

防火・防災  ○ 

備品維持管理  ○ 

維
持
管
理 

大規模修繕 ○  

学校運営 ○  

運
営 

学校開放 視聴覚室､ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室､
図書室､家庭科室､PTA
室､会議室 

○  
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３－３．公立学校施設 PFI の標準的な事業過程 

（１）基本構想の策定 

（２）基本計画の策定 

（３）事業の発案 

（４）実施方針の策定及

び公表 

（５）特定事業(PFI 事業)

の評価・選定、公表 

 

（６）民間事業者の募集、

評価・選定、公表 

（７）PFI 契約の締結等 

（８）事業の実施 

モニタリング等 

（９）事業の終了 
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（１）基本構想（事業目的、必要性、コンセプト）の策定 

どのような教育目標をもって、どの程度の規模の学校を、いつ整備するのか、予算の目

途、用地の確保など学校整備の条件を整えます。 

○住民の要望 ○長期計画 ○政策理念 ○用地選定 ○先進事例調査 

 

（２）基本計画（規模、機能、仕様）の策定 

構想段階で検討した条件と、法制度、予算など外部要因を検討し、敷地内の建物の配置、

平面計画（間取り）などをまとめます。 

○導入機能の検討 ○実施計画（財政措置） ○対象地の分析 ○構想の具体化 

 

（３）事業の発案 

 

①PFI 事業検討の基本的スタンス 

事業の実施方法としては、通常方式によるものの他、PFI を含めた幅広い民間活用の方

法を検討することが必要です。PFI は事業実施のための一手法であり、まず PFI ありきの

発想はするべきではありません。あくまで、公共サービスの向上と公的財政負担の縮減が

可能かどうかで判断します。また、PFI 法第４条において、民間事業者からの発案による

事業も想定されています。 

 

②PFI 導入可能性の検討 

通常方式で事業を行った場合に、契約期間全体を通じて公共に発生するすべてのコスト

を積算した PSC（Public Sector Comparator）（→巻末用語集 P107 参照）と、PFI で事業

を行った場合のコストを比較し、より良い VfM（→巻末用語集 P108 参照）が得られるかど

うかの検討・評価を行ないます。 

また、併せて、事業スキームや、県・国との調整を含めた法制度の検討、庁内部局との

調整、民間事業者の参画可能性等を検討します。 

 

③コンサルタント等の活用 

PFI 事業の実施においては、財務、法務、建築等の専門知識やノウハウを必要とします。

そのため、外部のコンサルタント等を活用することも有効です。なお、コンサルタント等
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の選定にあたっては、当該事業に応募または参画しようとする民間事業者の関連企業であ

ったりすることのないよう注意が必要です。 

 

（４）実施方針の策定と公表 

公平性及び透明性の確保の観点から、当該事業に関する情報が早くかつ広く周知される

よう、実施方針の策定・公表をなるべく早い段階で行うことが大切です。早い段階で、事

業概要を広く公表することは、民間事業者に対する準備期間の提供、関係住民に対する周

知に資することになります。具体的には以下のような点に留意する必要があります。 

①公平性、透明性に配慮した、早い段階での実施方針の策定、公表を行う。 

②民間事業者の参入に配慮し、可能な限り具体的な内容を公表する。検討の進捗に

伴って、順次内容を詳細化してもよい。 

③公共施設等の管理者等の関与、想定されるリスク（→巻末用語集 P107 参照）及び

その分担を可能な限り具体的に明確化する。 

④民間事業者が行い得る公共施設等の維持管理・事業運営の範囲、受けられる補助

金、融資等の具体的内容をできる限り明確化する。 

 

（５）特定事業の評価・選定、公表 

VfM の確保や、実施可能性等を勘案した上で、PFI 事業として実施することが適切である

と認められる場合、特定事業（→巻末用語集 P106 参照）の選定を行います。具体的には

以下のような点に留意する必要があります。 

①PFI 事業として実施することにより、効率的かつ効果的に実施できることが基

準（同一サービス水準の下での公的財政負担の縮減、又は、同一負担水準の下

での公共サービス水準の向上等） 

②公的財政負担の総額の現在価値（→巻末用語集 P104 参照）換算による評価（所

要の適切な調整） 

③定量的評価の原則と、これが困難な場合における客観性を確保した上での定性

的評価 

④選定過程における透明性の確保 
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（６）民間事業者の募集、評価・選定、公表 

 

①民間事業者の募集 

１）募集要項（入札説明書） 

募集要項は、以下に示す書類で構成され、PFI 契約書案とともに提示するのが一般

的です。 

・募集要項（本体）：プロジェクトの背景、概要、発注に到るまでの流れ、応募提

案に際しての前提条件、民間事業者が提供すべきサービスの

内容等 

・選定評価基準：応募者からの提案を審査、選考するための基準 

・要求水準書：学校施設の要求性能、設計条件、維持管理水準等 

・PFI 契約書案：地方公共団体が選定事業者と締結する契約書案 

２）民間事業者が創意工夫を発揮できるよう留意し、できる限り性能発注（→巻末用語

集 P105 参照）を採り入れることが重要です。また、十分な提案準備期間が確保でき

るよう配慮します。 

３）価格以外の条件も考慮した「総合評価」を行う場合には、評価基準の客観性が確保

されるよう留意します。 

 

②民間事業者の評価・選定 

民間事業者の質問に対して、公正な情報提供を行うとともに、競争性が担保されるよう

留意し、手続きの透明性を確保します。 

 

③選定結果等の公表 

公表に当たっては、民間事業者の選定その他公共施設等の整備等への影響に配慮しつつ、

できる限り詳細な内容を公表します。 

 

（７）PFI 契約等の締結 

PFI 契約等においては、以下の様な内容を取り決めるとともに、公開が原則となってい

ます。 

・当事者間の権利義務等についての具体的かつ明確な取決め 
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・適正な公共サービス提供の担保のための規定 

－公共サービス水準の監視（地方公共団体→PFI 事業者） 

－実施状況、財務状況についての報告（PFI 事業者→地方公共団体） 

－問題があった場合の報告と第三者である専門家による調査・報告の提出（PFI 事

業者→地方公共団体） 

－公共サービスの適正かつ確実な提供を確保するための必要かつ合理的な措置等 

－安全性の確保、環境の保全等に必要な範囲での公共の関与 

・リスク配分の適正化に配慮したリスク分担の明確化、リスクの軽減・除去への対応の

明確化 

・事業終了時や、事業継続困難の場合における、契約解除についての具体的かつ明確な

規定 

・契約等の解釈に疑義が生じた場合等についての取決め 

 

（８）PFI 事業の実施、モニタリング等 

 

①PFI 事業の実施 

PFI 契約等に従った事業の実施や提供される公共サービス水準の監視等が行われます。 

１）基本設計 

２）実施設計 

３）施工 

４）維持管理 

 

②事業の監視（モニタリング） 

学校施設等の設置者である地方公共団体は、PFI 契約等に定める範囲内で、PFI 事業者に

より提供される公共サービスの水準の監視や、義務履行に係る事業の実施状況報告、財務

状況についての報告書の提出により事業の監視（モニタリング）を行います。 

 

（９）事業終了 

契約等で定めた取扱いに従った措置をとります。 




